
利用対象者は利用対象者は利用対象者は利用対象者は

利用の手続きは利用の手続きは利用の手続きは利用の手続きは

①

・登録するときは、事前に学校に連絡をしてから行くようにしてください。

・団体の名称や代表者など登録した内容を変更したときは、改めて登録してください。 ②

③

⑦

④

・施設使用料は、納期限（又は、使用承認書の最初の使用日の前日）までに金融機関等で納めてください。

⑤

大田区教育委員会  　 電 話　　０３－５７４４－１４４５

教育総務課施設活用　 F A X　　０３－５７４４－１５３５

⑥
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・使用申請書を教育総務課に提出できるのは、申請する使用日の2か月前の月の1日から使用日の10日前まで
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・学校によっては、定期的に利用団体が集まり（利用者調整会議）使用日の調整を行っている場合があ

　ります。この場合は、この会議に参加して自分の団体の使用日時・使用施設等を申し出てください。
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～大田区立小学校・中学校施設の地域開放使用手続き～

・利用したい学校に「大田区立学校施設使用団体登録申請書」（学校にあります。）を提出して、団体の登

　録をします。この登録は、利用する学校ごとにする必要があります。
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・学校施設の空き状況を確認のうえ、団体の活動日時・使用施設等を「大田区立学校施設使用申請書兼使用料

　減免申請書」（4枚複写。学校にあります。）に記入して学校に提出してください。（硬い台の上で強めに

　書いてください。）

・社会教育関係団体（一般・少年）、少年育成団体等は、学校施設使用料の減免制度があります。施設使用料

　の減免対象団体は、使用申請書の中の「減免申請をする理由」欄に社会教育関係団体届出済証の『届出番

　号』または少年育成団体登録証の『登録番号』を必ず必ず必ず必ず記入してください。　≪番号の記入がないと減免さ≪番号の記入がないと減免さ≪番号の記入がないと減免さ≪番号の記入がないと減免さ

　　　　れません。≫れません。≫れません。≫れません。≫

・団体の代表者の方に、施設使用料の「納入通知書」（施設使用料が免除の団体は除く。）と「大田区立学校

　施設使用承認書」を、社会教育課施設活用担当から郵送します。

承認された使用日当日は、学校の受付に施設使用料を納めたときの『領収証書』『領収証書』『領収証書』『領収証書』（施設使用料が免除の団体は除

く。）と『使用承認書』『使用承認書』『使用承認書』『使用承認書』を　必ず必ず必ず必ず　提示してから使用施設に入ってください。

　地域開放は、学校教育に支障のない範囲で、小学校及び中学校の施設を社会教育その他公共のために活用することにより、学

習、文化及びスポーツなどの地域活動の振興を図ることを目的としています。

　5名以上の団体で、構成員の半数以上が区内在住、在勤、在学者であることが必要です。ただし、宗教団体、政治団体・政党

　後援会、企業及び営利を目的とした団体などは利用できません。

　また、高校生以下の人だけで構成される団体は、成人の代表者が必要で、利用の際にも成人の立会いが必要です。
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